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第１章 計画の概要 

1.1 計画策定の背景及び目的 

自転車は、環境に優しい交通手段であり、災害時の移動・輸送や健康の増進、交通の混雑

の緩和等に資するものであることから、全国で環境、交通、健康増進等が重要な課題となっ

ている現状において、自転車の活用の推進に関する施策の充実が一層重要となっています。 

このような状況の中、2017 年（平成 29 年）５月に環境負荷の軽減や災害時の交通機能の

維持、国民の健康増進などの課題に対応するために「自転車活用推進法」が施行されました。

その後、2018 年（平成 30 年）６月の「自転車活用推進計画」の閣議決定、2021 年（令和３

年）５月の「第２次自転車活用推進計画」への改定を経て、2026 年度（令和 8 年度）から

は、「第３次自転車活用推進計画」へと引き継がれる予定です。 

また、兵庫県においては、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を 2015 年

（平成 27 年）４月より施行し、2020 年（令和２年）３月に「兵庫県自転車活用推進計画」

を策定しました。さらに 2024 年（令和６年）３月には「兵庫県自転車活用推進計画（第２

次）」へと改定されています。 

このような中で、安全・快適な自転車通行空間の整備や通行ルールの徹底等を推進するこ

とを目的に、2012 年（平成 24 年）11 月には国土交通省と警察庁が合同で「安全で快適な自

転車利用環境創出ガイドライン」（以下、「国ガイドライン」）が策定されました。国ガイ

ドラインは、自転車ネットワーク計画の策定促進等を目的に、2016 年（平成 28 年）7 月及

び 2024 年（令和６年）６月の２度にわたり改定が行われています。 

本町では、これらの背景や上位計画を踏まえ、地域の実情に応じた、交通安全の確保と自

転車利用の増進を図るため、「播磨町自転車ネットワーク計画」を策定しました。 
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1.2 計画の区域 

播磨町全域 

 

1.3 計画期間 

10 年間（前期５年、後期５年） 

【前期：2026 年度（令和８年度）から 2030 年度（令和 12 年度）】 

【後期：2031 年度（令和 13 年度）から 2035 年度（令和 17 年度）】 

 

1.4 計画の位置付け 

本計画は上位計画である「播磨町第５次総合計画」「播磨町都市計画マスタープラン（立

地適正化計画）」「兵庫県自転車活用推進計画（第２次）」に則し、「国ガイドライン」や

「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」等を参考に策定しました。 

 

＜ 計画の位置付け ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

播磨町自転車ネットワーク計画 

安全で快適な自転車利用環境 
創出ガイドライン 

（2024 年［令和６年］６月） 

自転車の安全で適正な利用の 
促進に関する条例 

（2015 年［平成 27 年］４月施行） 

兵庫県自転車活用推進計画（第２次） 

（2024 年［令和６年］３月） 

上位計画 

播磨町第５次総合計画 

（2021 年［令和３年］５月） 

播磨町都市計画マスタープラン 
（立地適正化計画） 

（2026 年［令和８年］３月） 
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1.5 上位・関連計画との連携 

本計画は、本町の総合計画である「播磨町第５次総合計画」をはじめとして、道路や交通、

安全に関する計画と相互に連携し、計画を推進していきます。なお、国の「第２次自転車活

用推進計画」を受けて策定されている「兵庫県自転車活用推進計画（第２次）」や、「第３

次自転車活用推進計画（素案）」で示されている方向性を勘案して検討しました。 

 

＜ 播磨町自転車ネットワーク計画と上位・関連計画との関係 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 播磨町第５次総合計画（2021 年[令和３年]５月） 
【ビジョン】安全な交通を確保したまちづくり 
【現状の問題・課題】 
・人や自転車が安全快適に通行できるよう、道路・橋梁の整備改修などを計画的に進める必
要がある。 

【基本目標】計画的な道路改良や整備を推進する。 
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兵庫県自転車活用推進計画（第 2 次）（2024 年[令和６年]３月） 
【計画の目標①】自転車を快適に利用できる良好な都市環境の形成 
・自転車通行空間の計画的な整備推進   ・自転車通行空間の確保の促進 
・地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備促進                 など 

【計画の目標②】自転車の適正利用と通行空間の安全確保による安全な自転車利用 
・段階的かつ体系的な交通安全教育の推進   ・自転車の安全な利用促進 
・自転車の点検整備の促進                              など 

播磨町バリアフリー基本構想（2012 年[平成 24 年]3 月） 
【自転車利用者のマナー向上】 
・自転車利用マナーアップキャンペーンの実施 

ひょうごインフラ整備プログラム（2024 年[令和６年]４月） 
【事業推進に関連する計画等】 
・通学路交通安全プログラム   ・兵庫県自転車活用推進計画 

【交通安全施設・道路保全事業の整備】 
＜子供達の安全を確保＞ 
・自転車の安全で快適な通行を確保するため、中高生の自転車通学の利用状況等を踏まえ
て、自転車通行空間整備を推進する。 

道路の整備に関するプログラム（兵庫県）（2025 年[令和７年]12 月） 
【街路の整備】歩行者･自転車の安全の確保を図るため、街路網の整備を計画的に推進する。 
【自転車活用の推進】「兵庫県自転車活用推進計画」に基づき、自転車の活用を総合的かつ計
画的に推進する。 
【自転車通行空間整備の推進】自転車の安全で快適な通行を確保するため、中高生の自転車
通学の利用状況等を踏まえて、自転車通行空間整備を計画的に推進する。 

兵庫県交通安全計画（第 11 次）（2021 年[令和３年]12 月） 
・高校生等の自転車事故防止のための交通安全教育を推進する。 
・自転車利用者については、交通安全教育等の充実を図るほか、街頭における指導啓発活動
を積極的に推進する。 

・自転車の安全利用を促進するためには、車線や歩道の幅員の見直し等により、歩行者、自転
車及び自動車が適切に分離された、安全で快適な自転車通行空間の確保を積極的に進め
る。 

・放置自転車対策として、自転車駐車場の整備等を進める。 

播磨町都市計画マスタープラン（立地適正化計画）（2026 年[令和８年]３月） 
【都市交通に関する方針】 
＜幹線道路＞ 
・関係機関と調整を図りながら、安全かつ円滑な交通処理が行える道路網の形成を目指す。 
・周辺市町において道路整備が行われた場合、本町でも必要に応じてその影響に配慮した
道路整備を行い、交通利便性の向上を図る。 

・播磨町自転車ネットワーク計画に基づき、安全で効果的な自転車通行空間の整備を図る。 
＜駅周辺道路＞ 
・地元や関係機関と協議を図りながら、歩行者・自転車の安全性の向上を図る。 

＜生活道路＞ 
・関係機関と協力しつつ、日常生活において歩行者・自転車が安全・快適に利用できる環境
づくりを図る。 

【都市環境及び自然的環境に関する方針】 
・歩行者・自転車などが安全・快適に通行できるよう、環境の改善を図る。 

連携
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第２章 播磨町の自転車交通をとりまく現状と課題 

2.1 播磨町の概要 

(1) 位置・地勢 

本町は、兵庫県南部の中央に位置し、面積が兵庫県で最も小さい町ながら、町内に JR 神

戸線と山陽電鉄本線の２つの鉄道路線が東西を横断し、それぞれ JR 土山駅、山陽電鉄播磨

町駅があるため、神戸・姫路方面のアクセス利便性が高い土地柄となっています。また、町

内全域でも標高差は少なく、比較的平坦な場所となっています。 

道路網としては、本町の東西を横断する国道 250 号、本町の北側には国道２号、加古川バ

イパスがあり、これらの道路と連結する県道や町道などで形成されています。 

＜ 播磨町の地勢及び道路網 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※) 図に示す網の目（メッシュ）は 1 つにつき約 250ｍ区分 

出典) 国土数値情報（標高・傾斜度 5 次メッシュデータ） 

人口：34,768 人（2025 年 

［令和７年］９月 30 

日時点 住民基本台帳） 

面積：9.13 平方キロメートル 
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(2) 人口 

① 人口の推移 

本町の人口は、2020 年（令和２年）の国勢調査結果までを踏まえた国立社会保障・

人口問題研究所の推計や2020年（令和２年）以降の本町の人口動向に基づき見通すと、

今後の人口減少対策等を想定しない場合、予測人口としては 2030 年（令和 12 年）に

は 33,450 人程度にまで減少することが想定されます。 

また、年齢別の構成比の推移を見ると、65 歳以上の高齢者の割合が上げ止まりとな

るものの、2010 年（平成 22 年）と比べると高齢者のみ増加傾向にあり、全体の約３割

となると予測されています。 

 

＜ 人口の推移 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4% 14.6% 14.2% 13.7% 12.7%

64.7% 60.3% 58.2% 58.5% 59.5%

21.0% 25.1% 27.6% 27.9% 27.8%

33,183 33,739 33,604 33,686 33,450

0

20,000

40,000

2010

(H22)

2015

(H27)
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(R2)
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2030

(R12)

（人）

実 績 値 推 計 値

(年)

0歳～14歳 15歳～64歳 65歳以上

出典) 2020 年［令和２年］まで：国勢調査 

2025 年［令和７年］以降：第５次播磨町総合計画後期基本計画（原案） 

（2025 年[令和７年]11 月 播磨町） 
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② 人口の分布状況 

本町は、ほぼ全域が人口集中地区（DID）（北古田、二子、東野添地区の一部を除く）

であることもあり、100ｍメッシュ当たりの人口を見ると、新島、東新島等の工業地帯

を除いて、町内全域で広く点在しており、特に JR 土山駅周辺で比較的多くの集積が見

られます。 

 

＜ 人口の分布状況 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※) 図に示す網の目（メッシュ）は１つにつき約 100ｍ区分 

出典) 2020 年（令和２年）国勢調査 100ｍメッシュ推計データ 

2020 年（令和２年）国土数値情報人口集中地区データ 
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2.2 播磨町における自転車交通をとりまく現状 

(1) 自転車利用の状況 

① 自転車利用拠点立地状況 

町内の公共施設や商業施設等、自転車によるアクセスが多いと思われる施設（自転

車利用拠点）の立地状況を見ると、各駅や道路沿線を中心に立地していることが分か

ります。 

＜ 自転車利用拠点立地状況 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 自転車利用拠点の出典 ＞ 

 

 

 

 

  

分類 内容 出典

教育施設
こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学
校、特別支援学校

播磨町ホームページより抽出

育児施設
保育所、認可外保育施設、児童館・児童セン
ター、子育て支援施設

播磨町ホームページより抽出

文化施設
公民館、集会施設、文化施設、図書館、
博物館・資料館、郵便局

播磨町ホームページ、iタウンページより抽出

公共施設 庁舎、その他行政系施設
播磨町ホームページ、播磨町公共施設等総合管理計画 第３版
（2024年［令和６年］３月）より抽出

観光施設
観光地、史跡、寺社・仏閣、レジャー施設、公
園、スポーツ施設、レクリエーション施設

播磨町ホームページより抽出

商業施設
スーパーマーケット、コンビニエンスストア、
ドラックストア

iタウンページ、ナビタイム、EPARK くすりの窓口より抽出

福祉・医療施設
病院、診療所、歯科診療所、保健福祉サービス
センター、地域包括支援センター、身体・知的
障がい者（児）福祉施設

播磨町ホームページ、国土数値情報、児童発達支援・放課後等
デイサービス検索、保育園探しのホイシル、ワムネットより抽
出

交通施設 鉄道駅 播磨町地域公共交通計画（2024年［令和６年］４月）より抽出
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② 自転車利用状況 

a) 利用交通手段 

利用交通手段の割合を見ると、約半数の 47％が自動車利用となっています。 

自転車利用は 23％であり、自動車に次いで２番目に多い交通手段となっています。 

 

＜ 利用交通手段 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鉄道

10%

バス

0%

自動車

47%

自動二輪・原付

2%

自転車

23%

徒歩

17%

その他

0%

合計：129,544人/日

※) 播磨町の平日の発生集中量を代表交通手段により集計 

出典) 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査 
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b) 利用交通手段別に見た移動目的 

利用交通手段別に見た移動目的を見ると、自転車利用者では「その他自由」「送迎」

「買物」「登校」「食事・社交・娯楽・習い事」の割合が高くなっていることから、自転

車は買物や登校・通勤など日常生活を営むだけでなく、多岐にわたって利用される交通

手段となっています。 

 

＜ 利用交通手段別に見た移動目的 ＞ 
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100%

4%

0%

25%

登校

15%

10%

35%

0%

0%

49%

0%

13%

買物

16%

5%

0%

20%

0%

4%

0%

14%

送迎

18%

2%

0%

12%

0%

5%

0%

11%

食事・社交・娯楽・習い事

15%

0%

0%

10%

0%

13%

0%

11%

その他自由

21%

3%

0%

20%

0%

23%

100%

19%

業務

5%

5%

65%

8%

0%

3%

0%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自転車

鉄道

バス

自動車

自動二輪・原付

徒歩

その他

全手段

計

（人/日）

16,147

6,663

370

34,913

1,228

13,540

82

72,943

出勤 登校 買物 送迎 食事・社交・娯楽・習い事 その他自由 業務

※1) 播磨町の平日の発生集中量を代表交通手段により集計 
※2)「帰宅」目的を除く 
※3)「その他自由目的」とは、観光、散歩、ジョギング、ハイキング・スポーツ競技、

体験型レジャー、保養等 
出典) 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査 
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10歳未満

15%

0%

0%

3%

0%

19%

0%

8%

10代

10%

7%

35%

4%

0%

39%

0%

12%

20代

0%

26%

0%

8%

0%

0%

0%

7%

30代

1%

13%

0%

14%

20%

6%

0%

10%

40代

35%

17%

65%

31%

27%

10%

0%

27%

50代

9%

30%

0%

12%

40%

0%

0%

12%

60代

14%

4%

0%

12%

0%

12%

0%

11%

70歳以上

17%

4%

0%

16%

13%

13%

100%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自転車

鉄道

バス

自動車

自動二輪・原付

徒歩

その他

全手段

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上 計

（人/日）

29,594

13,221

370

61,258

2,456

22,481

164

129,544

c) 利用交通手段別に見た年齢構成 

利用交通手段別に年齢構成を見ると、自転車の年齢構成では、40 代の利用が 35％と

最も多くなっていますが、10 歳未満から 70 歳以上まで幅広い年代で利用されています。 

 

＜ 利用交通手段別に見た年齢構成 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※) 播磨町の平日の発生集中量を代表交通手段により集計 

出典) 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査 
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d) 自転車の移動状況 

本町における自転車での移動状況としては、各地区の内々での移動が多くなっている

ものの、その他の移動としては、播磨町２区から加古川市への移動が 2,315 人/日で最

も多くなっており、次いで播磨町１区から加古川市、播磨町１区から播磨町２区、播磨

町１区から明石市への移動が多くなっていることから、市町間の移動需要の高さが伺え

ます。 

 

＜ ゾーン別自転車の移動状況 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※1) 出発地または到着地が播磨町の平日の移動のうち、代表交通手段が「自転車」の発生集中量を集計 

※2) 地域区分は 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査の詳細ゾーンであり、おおむね国道 

250 号から北が１区、南側が２区、新島及び宮西地区が３区となる 

※3) 不明除く 

出典) 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査 
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e) 自転車利用量 

2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査結果のデータを用いて、出発地ま

たは到着地が播磨町かつ、移動手段が自転車の発生集中量を 100ｍメッシュ別に集計す

ることで自転車利用量を算出しました。 

山陽電鉄と JR 神戸線に挟まれた地域に自転車利用量が多い地域が点在しています。 

 

＜ 自転車利用の多い出発地・到着地 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※) パーソントリップ調査データを用いて、出発地または到着地が播磨町の平日の移動 

のうち、代表交通手段「自転車」の郵便番号ゾーン別の発生集中量を集計した上で、 

国勢調査 100ｍメッシュ推計データから郵便番号ゾーン別人口割合を算定したもの 

を乗じて算定 

出典) 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査 

      2020 年（令和２年）国勢調査 100ｍメッシュ推計データ 
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f) 移動距離帯別の自転車利用割合 

移動距離帯別の自転車利用割合を見ると、10km 以内までの広範囲での距離帯で広く

利用されています。 

 

＜ 移動距離帯別の自転車利用割合 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車

徒歩

自動二輪・原付

自動車

バス
鉄道

その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.
0ｋ

ｍ
以

内

2.
0ｋ

ｍ
以

内

3.
0ｋ

ｍ
以

内

4.
0ｋ

ｍ
以

内

5.
0ｋ

ｍ
以

内

10
.0

ｋ
ｍ

以
内

20
.0

ｋ
ｍ

以
内

20
.0

ｋ
ｍ

超

※) 出発地または到着地が播磨町の平日の移動を集計 

出典) 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査 
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鉄道 バス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒歩 その他

g) 地域別に見た利用交通手段 

地域別での利用交通手段を見ると、どの地域でも自動車の利用割合が最も高くなって

います。また、自転車利用割合は播磨町１区では 27％、播磨町２区では 21％と自動車

に次いで高い利用割合となっている一方で、播磨町３区では自転車利用割合が８％とな

っています。 

 

＜ 地域別に見た利用交通手段 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜ 地域別ゾーンの位置 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道

7%

10%

29%

10%

バス

0%

0%

2%

0%

自動車

44%

48%

55%

47%

自動二輪・原付

1%

2%

5%

2%

自転車

27%

21%

8%

23%

徒歩

21%

18%

0%

18%

その他

0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

播磨町１区

播磨町２区

播磨町３区

合計

53,620(うち自転車14,614)

61,914(うち自転車13,254)

10,689(うち自転車896)

126,223(うち自転車28,764)

計

（人/日）

※1) 播磨町の平日の発生集中量を代表交通手段により集計 

※2) 地域区分は 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査の詳細ゾーン 

※3) 不明除く 

出典) 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査 

出典) 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査 

※) 地域区分は 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査の詳細ゾーンであり、 

おおむね国道 250 号から北が１区、南側が２区、新島及び宮西地区が３区となる 
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③ 自転車交通量の状況 

播磨町内の昼間 12 時間の自転車交通量を見ると、JR 土山駅周辺や国道 250 号、（都）

浜幹線などの主要路線の沿線を中心に交通量が多くなっています。 

 

＜ 自転車交通量（昼間 12 時間）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※) 2024 年（令和６年）播磨町交通量調査結果 

2025 年度（令和７年度）道路交通センサス一般交通量調査業務結果 

出典) 播磨町所管データ 
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④ 自転車駐輪状況 

a) 駐輪施設の設置箇所 

駐輪施設は、公営・民営合わせて町内に 13 施設立地しており、特に JR 土山駅周辺に

施設が集中しています。JR 土山駅周辺には、本町が運営する土山駅西自転車駐車場、

播磨町土山駅南自転車駐車場の他に、民営駐輪施設が８施設あります。また、山陽電鉄

播磨町駅周辺には、本町が運営する播磨町駅東側自転車駐車場、播磨町駅西側自転車駐

車場の他に、民営駐輪施設が１施設あります。 

 

＜ 駐輪施設の設置箇所 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典) 播磨町所管データ 
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b) 放置自転車撤去状況 

放置自転車の撤去状況を見ると、2020 年（令和２年）から 2022 年（令和４年）にか

けて JR 土山駅、山陽電鉄播磨町駅周辺の放置自転車撤去台数はほぼ横ばいの状態です

が、2023 年（令和５年）以降では、山陽電鉄播磨町駅周辺では減少している一方で、

JR 土山駅周辺では大きく増加しています。 

 

＜ 放置自転車撤去状況 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典) 播磨町所管データ              出典) 播磨町所管データ 
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54 57
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131
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0
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2020

（R2）

2021

（R3）

2022

（R4）

2023

（R5）

2024

（R6）

JR土山駅周辺 山陽電鉄播磨町駅周辺（台）

（年）

※1) 放置自転車禁止区域内詳細データ 

※2) 撤去場所不明データ除く 

出典) 播磨町所管データ 

＜ 自転車放置禁止区域（ＪＲ土山駅周辺）＞ ＜ 自転車放置禁止区域（山陽電鉄播磨町駅周辺）＞ 
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(2) 自転車関連事故の状況 

① 自転車関連事故の推移 

本町における過去５年間の自転車関連事故の発生箇所としては、全体の約６割が播

磨町２区（おおむね国道 250 号以南の地域）で発生しており、特に国道 250 号や（都）

浜幹線、信号が設置されていない交差点などで事故が多発しています。また、過去５

年間の自転車関連事故の件数（次頁参照）は、2020 年（令和２年）以降増減を繰り返

しているものの、近年は減少傾向になっています。さらに、全ての事故に対する自転

車関連事故の割合も同様に減少していますが、依然として自転車事故が発生している

状況にあります。 

 

＜ 過去５年間の自転車関連事故発生箇所 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

播磨町１区

58件

41%

播磨町２区

79件

55%

播磨町３区

6件

4%

合計：143件

＜ 地域別事故件数 ＞ 

※1) 2020 年（令和２年）～2024 年（令和６年）の５年間における播磨町の事故データ 

※2) 地域区分は 2021 年（令和３年）近畿圏パーソントリップ調査の詳細ゾーン 

出典) 兵庫県オープンデータ 
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＜ 自転車関連事故の推移 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自転車関連事故の当事者別内訳 

本町における自転車関連事故は、５年間で 143 件発生しており、自転車対自動車の

事故が 85％と大半を占めています。 

 

＜ 自転車関連事故の当事者別内訳 ＞ 
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二輪・原付
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2% 自転車対
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合計：143件
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（R6）

自転車関連事故件数

自転車以外事故件数

自転車関連事故割合

（件/年）

（年）

※) 2020 年（令和２年）～2024 年（令和６年）の５年間における播磨町の事故データ 

出典) 兵庫県オープンデータ 

※) 2020 年（令和２年）～2024 年（令和６年）の５年間における播磨町の事故データ 

出典) 兵庫県オープンデータ 
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③ 自転車関連事故の自転車利用者の当事者別年齢 

本町における自転車関連事故の自転車利用者の当事者別年齢内訳を見ると、第１当

事者（主に加害者）では、０～24 歳以下が 46％と特に多くなっており、第２当事者（主

に被害者）でも同様の傾向となっています。一方で、65 歳以上の高齢者の割合も、第

１当事者では 34％と多くなっています。 

 

＜ 自転車関連事故の自転車利用者の当事者別年齢内訳 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46%

39%

42%

5%

18%

13%

2%

3%

3%

4%

7%
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9%

12%

11%

14%

8%

10%

20%

13%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第1当事者

（主に加害者）

第2当事者

（主に被害者）

合計

（件）

146

90

56

0～24歳以下 25～34歳以下 35～44歳以下 45～54歳以下

55～64歳以下 65～74歳以下 75歳以上

※1) 2020 年（令和２年）～2024 年（令和６年）の５年間における播磨町の事故データ 

※2) 当事者別に自転車利用者の年齢を集計 

出典) 兵庫県オープンデータ 
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④ 自転車関連事故の発生時間帯別年齢 

本町における自転車関連事故の発生時間帯別年齢内訳を見ると、通勤・通学時間帯

である 7 時～8 時台、帰宅時間帯である 17 時～18 時台が特に多くなっています。一方

で、9 時～14 時台のオフピーク時間帯では、65 歳以上の高齢者の事故が多くなってい

ます。 

 

＜ 自転車関連事故の発生時間帯別年齢内訳 ＞ 
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※1) 2020 年（令和２年）～2024 年（令和６年）の５年間における播磨町の事故データ 

※2) 自転車関連事故の自転車利用者の年齢を集計 

出典) 兵庫県オープンデータ  
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JR 土山駅や山陽電鉄播磨町駅周辺には、主要な自転車利用拠点や自転車通行量が

多く、交通需要が多いことから、これらの主要施設に対して、安全・快適にアクセ

スでき、自動車・歩行者・自転車が共存できるような自転車通行空間の創出が必要

となります。 

交 通 需 要 を考 慮 した主 要 施 設 までのアクセス性 の向 上  

自転車関連事故は近年減少傾向であるものの、依然として事故は発生していること

から、事故の発生を未然に防ぐ対策などを講じていく必要があります。 

自 転 車 事 故 の予 防 措 置 による抑 制  

本町では、駅の周辺が放置自転車禁止区域に指定されており、区域周辺には駐輪場

が整備されているものの、依然として放置自転車が残っています。このため、公営・

民営の駐輪場が複数ある利点を活かして、駐輪場への利用案内を重点的に行うこと

で、放置自転車を抑制していく必要があります。 

駐 輪 場 への利 用 案 内 による放 置 自 転 車 の抑 制  

本町では、主に 0～24 歳以下の若年層や 65 歳以上の高齢者の自転車関連事故が

特に多くなっていることから、この年代をターゲットとした自転車利用に関する交

通ルールや交通マナーを周知・啓発を図ることで、安全な自転車利用を推進してい

く必要があります。 

自 転 車 利 用 のルール・ マナーの周 知 ・ 啓 発  

2.3 播磨町における自転車利用の現状と課題 

 

 ●現状                                                            ●課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 播磨町の概要 】 

・本町には、JR 土山駅、山陽電鉄播磨町駅があるとともに、国道 250 号や各種県道が東西南北に網羅

的に整備されており、本町の沿線には国道 2 号や加古川バイパスも付近にあるなど、アクセス性の高

い土地柄となっています。（P.4） 

・播磨町の人口は、今後の人口減少対策等を想定しない場合、人口が全体的に減少する一方で、高齢者

の割合は増加傾向で上げ止まりとなると予測されます。（Ｐ.5） 

・人口分布としては、新島、東新島等の工業地帯を除いて、町内全域で広く点在しており、特に JR 土山

駅周辺で比較的多くの集積が見られます。（P.6） 

【 自転車利用の状況 】 

・各駅や道路沿線を中心に多くの自転車利用拠点が立地しています。（Ｐ.7） 

・自転車利用の割合が自動車に次いで２番目に多い交通手段となっています。（Ｐ.8） 

・自転車での移動目的として、「その他自由」「送迎」「買物」「登校」「食事・社交・娯楽・習い事」の割合が

高くなっていることから、自転車は買物や登校・通勤など日常生活を営むだけでなく、趣味・愉しみで

も利用される交通手段となっています。（Ｐ.9） 

・自転車利用は、10 歳未満から 70 歳以上まで幅広い年代で利用されています。（Ｐ.10） 

・自転車は、町内の移動だけでなく町外への移動においても多く利用されています。（Ｐ.11） 

・自転車利用者は、山陽電鉄と JR 神戸線に挟まれた地域で特に多くなっています。（Ｐ.12） 

・自転車は、10km 以内までの広範囲の距離帯で利用されています。（Ｐ.13） 

・自転車交通量はJR土山駅周辺や国道250号、（都）浜幹線などの主要路線の沿線を中心に交通量が

多くなっています。（Ｐ.15） 

・町内には 13 の駐輪施設が JR 土山駅と山陽電鉄播磨町駅周辺に立地しています。（P.16） 

・放置自転車禁止区域内での放置自転車撤去状況としては、山陽電鉄播磨町駅周辺では近年減少傾向

である一方で、JR 土山駅周辺では増加傾向にあります。（P.17） 

【 自転車関連事故の状況 】 

・町内での自転車関連の事故件数は、近年減少傾向にあるものの、依然として自転車事故が発生してい

る状況にあります。（Ｐ.18～Ｐ.19） 

・自転車関連事故は、自動車との事故が約 9 割となっています。（P.19） 

・町内の自転車関連事故は、年齢別で見ると事故を起こす第１当事者（主に加害者）、事故を受ける第２

当事者（主に被害者）ともに 0～24 歳以下が多くなっており、次いで 65 歳以上の高齢者の割合が高

くなっています。（Ｐ.20） 

・自転車関連事故は朝の 7 時台や夕方の 17 時台の通勤・通学時間帯で多く発生しており、それ以外の

時間帯では、65 歳以上の高齢者の事故が多くなっています。（P.21） 
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交 通 需 要 を考 慮 し
た主 要 施 設 まで の

ア ク セス性 の向 上  

自 転 車 事 故 の予 防
措 置 による抑 制  

駐 輪 場 へ の利 用 案
内 によ る放 置 自 転

車 の抑 制  

自 転 車 利 用 の 
ル ール・ マナ ーの 

周 知 ・ 啓 発  

第３章 計画の方向性 

「自転車を取り巻く現状と課題」においてとりまとめた課題を踏まえて、本計画の方向性を定

めています。 

以下の基本理念の実現に向けて、３つの方向性を設定し、本町における自転車利用環境の向上

を目指します。 

 

【課題】                 【方向性】 
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□
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住民の安全な歩行環境の創出や美しい街並

みとするために、行政・事業者・住民が一

体となり、放置自転車が多いエリアを対象

とした規制強化や放置自転車防止の啓発・

指導を重点的に行うことで、放置自転車の

無い美しいまちづくりを推進します。 

②放置自転車防止対策の 

推進による美しいまちづくり 

＊「自転車ネットワーク路線」とは、自転車の車道通行を基本とし、安全かつ円滑な交通を確保できる空間を連

続的に提供する自転車ネットワークを構成する路線をいいます。 

住民が安全・安心して自転車が利用できる

ように、自転車による交通需要の多い路線

や自転車でよく利用される施設、自転車関

連事故の発生状況を踏まえて、「自転車ネッ

トワーク路線＊」を選定し、全ての人が利用

しやすい自転車利用環境づくりを推進しま

す。 

①安全・安心な自転車通行 

空間の形成 

住民の自転車利用の安全意識の向上を図る

ために、自転車を利用する際の交通ルール

やマナー等を周知・啓発していくことで、

安全な自転車利用環境の創出を推進しま

す。歩行者や自転車利用者に対しても、そ

れぞれに対する配慮を持った行動を取るこ

とにより、事故防止に配慮した環境づくり

を推進します。 

③自転車・歩行者・自動車の 

共存による安全意識の醸成 
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第４章 自転車利用環境整備に係る取組施策 

4.1 施策体系 

第３章に示した基本理念の実現を目指し、３つの方向性を軸として以下の事業を展開してい

きます。 

 

＜ 施策体系 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本
理念

方向性

①-1 自転車ネットワーク路線の整備

①-2 自転車ネットワーク路線以外の自転車通行環境の整備

②-1 放置自転車の防止対策

②-2 駐輪場の適正配置・管理

③-1
「通学路交通安全プログラム」や交通安全街頭指導員と
の連携による対策の実施

③-2 交通安全教室・交通安全のつどい等の継続実施

③-3 自転車保険への加入促進

③-4 自動車運転者・自転車利用者双方への啓発

み
ん
な
で
つ
く
る
　
安
全
・
安
心
で
住
み
よ
い
自
転
車
利
用
環
境
づ
く
り

方向性③
自転車・歩行者・自動車の

共存による安全意識の醸成

方向性②
放置自転車防止対策の

推進による美しいまちづくり

事業内容

方向性①
安全・安心な自転車通行

空間の形成
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4.2 取組施策 

(1) 安全・安心な自転車通行空間の形成 

① 自転車ネットワーク路線の検討概要 

自転車ネットワーク路線の検討にあたっては、本町内の主要路線を対象に選定を行い

ました。道路状況や規制速度等を考慮し、整備形態*を設定しました。 

 

＜ 自転車ネットワーク路線の検討フロー ＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

①-1 自転車ネットワーク路線の整備 

実施 
スケジュール 

2026 年［令和 8 年］ 
4 月から随時 

担当部署 播磨町、兵庫県、警察 

自転車通行空間の整備形態の検討 

自転車ネットワーク路線の選定 

＊「整備形態」とは、自転車ネットワーク路線において、自転車道、自転車専用通行帯（自転車レーン）、車道

混在等のいずれかで整備する形態を指し、後述する自動車の速度と交通量、路肩幅員などから選定しました。 
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② 自転車ネットワーク路線の選定 

a) 自転車ネットワーク路線の選定の考え方 

対象路線は、国・県道、都市計画道路、主要町道のうち、「播磨町都市計画マスタープ

ラン（立地適正化計画）」で「主な道路（主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路）」とさ

れる路線（現道が無い路線を除く）を対象として、「国ガイドライン」における自転車ネ

ットワーク路線の選定項目を踏まえ、本町における自転車ネットワーク路線の選定要件を

以下のとおりに設定します。 

これらの選定要件を組み合わせ、自転車ネットワークの連続性を考慮して、自転車ネッ

トワーク路線を選定します。 

 

＜ 国ガイドラインを考慮した本計画における選定要件 ＞ 

 
＜ 重ね合わせの概念図 ＞ 

 

 

 

 

 

  

国ガイドラインにおける選定項目 本計画における選定要件 

①地域内における自転車利用の主要路線としての役
割を担う、公共交通施設、学校、地域の核となる商
業施設やスポーツ関連施設など大規模集客施設、観
光拠点、主な居住地区等を結ぶ路線 

Ａ：自転車利用拠点が多く立地する路線  

②通学路、病院や福祉施設の周辺など自転車と歩行者
の錯綜や自転車関連の事故が多い路線の安全性を
向上させるため、自転車通行空間を確保する路線 

Ｂ：自転車関連事故が多い路線 

③自転車通学路の対象路線（中学校、高等学校、大学
等への接続路線） 

Ｃ：自転車通学での利用が多い路線 

④地域の課題やニーズに応じて自転車の利用を促進
する路線 

Ｄ：自転車利用需要が多い路線 

⑤沿道で新たに施設立地が予定されており、自転車の
利用増加が見込まれる路線 

E：新たに施設立地が予定されている路線 

⑥自転車道、自転車専用通行帯、自転車専用道路が整
備済である路線 

F：既に自転車通行空間が整備されている路線 

⑦並行する道路の新設等に伴い自動車交通が転換し、
空間の再配分が可能な路線 

該当なし 

⑧新設道路（自動車専用道路、歩行者専用道路を除く） 都市計画道路※ 

⑨その他自転車ネットワークの連続性の確保や自転車
の活用を一層推進するために必要な路線 

G：連続性確保のために必要な路線 
（隣接する明石市、加古川市の計画に位置付けのある路線） 

自転車ネットワーク

Ｂ：自転車関連事故が多い路線 

Ａ：自転車利用拠点が多く立地する路線 

Ｅ：新たに施設立地が予定されている路線 

Ｇ：連続性確保のために必要な路線 

Ｃ：自転車通学での利用が多い路線 自転車ネットワーク路線選定結果 

Ｆ：既に自転車通行空間が整備されている路線 

Ｄ：自転車利用需要が多い路線 

※) 事業認可の進捗を踏まえて認可後に検討 
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b) 自転車ネットワーク路線の選定結果 

選定要件Ａ：自転車利用拠点が多く立地する路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 自転車利用拠点の出典 ＞ 

 

 

 

 

 

 

  

分類 内容 出典

教育施設
こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学
校、特別支援学校

播磨町ホームページより抽出

育児施設
保育所、認可外保育施設、児童館・児童セン
ター、子育て支援施設

播磨町ホームページより抽出

文化施設
公民館、集会施設、文化施設、図書館、
博物館・資料館、郵便局

播磨町ホームページ、iタウンページより抽出

公共施設 庁舎、その他行政系施設
播磨町ホームページ、播磨町公共施設等総合管理計画 第３版
（2024年［令和６年］３月）より抽出

観光施設
観光地、史跡、寺社・仏閣、レジャー施設、公
園、スポーツ施設、レクリエーション施設

播磨町ホームページより抽出

商業施設
スーパーマーケット、コンビニエンスストア、
ドラックストア

iタウンページ、ナビタイム、EPARK くすりの窓口より抽出

福祉・医療施設
病院、診療所、歯科診療所、保健福祉サービス
センター、地域包括支援センター、身体・知的
障がい者（児）福祉施設

播磨町ホームページ、国土数値情報、児童発達支援・放課後等
デイサービス検索、保育園探しのホイシル、ワムネットより抽
出

交通施設 鉄道駅 播磨町地域公共交通計画（2024年［令和６年］４月）より抽出
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選定要件Ｂ：自転車関連事故が多い路線 
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選定要件Ｃ：自転車通学での利用が多い路線 
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選定要件Ｄ：自転車利用需要が多い路線 
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選定要件Ｅ：新たに施設立地が予定されている路線 
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選定要件Ｆ：既に自転車通行空間が整備されている路線 
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選定要件Ｇ：連続性確保のために必要な路線 
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自転車ネットワーク路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車ネットワーク路線としては、前述のとおり「自転車利用拠点が多く立地する路線」「自転車関連事故が多

い路線」「自転車通学での利用が多い路線」「自転車利用需要が多い路線」「新たに施設立地が予定されている路

線」「既に自転車通行空間が整備されている路線」のいずれか１項目でも該当する路線を設定しており、かつ「連

続性確保のために必要な路線」として、ネットワーク構成上設定が必要な路線を加えて選定しました。なお、単

区間路線や端部の路線など、ネットワーク構成上設定が不必要と考えられる路線は対象外としました。 
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③ 自転車通行空間の整備形態の検討 

a) 整備形態検討の流れ 

自転車ネットワーク路線の整備形態選定の流れは、以下のとおりです。 

まず、前節で選定した自転車ネットワーク路線を対象として、国ガイドラインにおける

整備形態の考え方に則した整備形態の選定を行った上で、道路状況を踏まえた現道幅員内

での整備を原則とした、本町における自転車通行空間整備の考え方を踏まえ、整備形態を

検討しました。また、今後 10 年以内での早期の整備実現性を考慮し、自転車ネットワー

ク路線の選定において、複数の要件に合致する重要性の高い路線を抽出し、当面の整備区

間を選定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 本町における整備形態検討の流れ ＞ 

自転車ネットワーク路線の 
整備形態 

国ガイドラインにおける 

整備形態選定の考え方 

自転車ネットワーク路線 

自転車ネットワーク路線の 

当面の整備区間 

優先整備路線の抽出 

整
備
形
態
の
選
定 

当
面
の
整
備
区
間
の
選
定 

「車道を通行する自転車」の安全を確

保するという観点から、国ガイドライ

ンに則して自動車の速度（規制）及び

自動車交通量を目安に整備形態を選

定する考え方 

本町における自転車 

通行空間整備の考え方 

道路状況を踏まえ、現道幅員内での整

備を原則として、現実的な幅員構成の

変更も含めた考え方 

早期の整備実現性を考慮し、自転車ネ

ットワーク路線の選定において、複数

の要件に合致する重要性の高い路線
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b) 整備形態検討の基本的事項 

本町における自転車通行空間整備形態の検討にあたっては、自転車は「車両」であり、

「車道左側通行」が原則であることを前提に、国ガイドラインを踏まえ、道路構造令に倣

った上での整備形態の基本とします。 

国ガイドラインにおける整備形態選定の考え方としては、「車道を通行する自転車」の

安全を確保する観点から、対象路線における自動車の速度及び自動車交通量を踏まえて、

自転車と自動車の分離の必要性について検討します。 

具体的には、自動車の速度が 50km/h 超と高い道路では、自転車と自動車の構造的な分

離を図ることとして「自転車道」による整備となります。一方で、自動車の速度が 40km/h

以下と低く、自動車交通量も 4,000 台/日以下と少ない道路では、「車道混在（自転車と自

動車を混在通行とする道路）」による整備となります。上記以外の道路では、自転車と自

動車の視覚的な分離を図ることとし、「自転車専用通行帯（自転車レーン）」による整備と

なります。 

 

＜ 国ガイドラインにおける整備形態選定の考え方 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典) 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（2024 年［令和６年］６月） 
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国ガイドラインにおける「自転車道」「自転車専用通行帯（自転車レーン）」「車道混在（自

転車と自動車を車道で混在）」の各整備形態の概要は以下のとおりです。 

 

＜ 国ガイドラインにおける自転車通行空間の整備形態 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

整備形態 整備の概要 

自転車道 構造的分離 
縁石・柵等の工作物によって物理的に分離し、

自転車専用の道路として法的に指定させる形態 

自転車専用通行帯 

（自転車レーン） 
視覚的分離 

道路標示によって視覚的に分離し、自転車専用

の通行帯として法的に指定させる形態 

車道混在 

（自転車と自動車

を車道で混在） 

混  在 

車道内に矢羽根型の路面表示やピクトグラム

等を設置することにより、自転車通行位置を明示

し、車道内で自転車と自動車を混在させる形態 

出典) 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（2024 年［令和６年］６月） 
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○ 自転車道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自転車専用通行帯(自転車レーン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
歩道 車道

道路標識
「自転車専用通行帯」

車両専用通行帯境界線

青色のカラー舗装

普通自転車専用
通行帯

（自転車レーン）
1.5m 以上

※1.0m 以上

【 自転車の通行方法 】 

・自転車道が設置された道路では、自転車は、自転車道を通行しなければならない。 
・自転車道の中では、自転車は一方通行となる。（一方通行規制を行っている場合） 

【 整備イメージ 】 

【 概要 】 
自転車が通行するための空間として、道路に車道及び歩道から縁石・柵等の工作物

により物理的に分離された自転車専用の通行空間を設け、自転車交通と自動車交通、
歩行者通行との分離を図る。 

【 概要 】 
車道に自転車専用通行帯（自転車レーン）の交通規制を実施し、道路標示及び道

路標識等を設置することにより、自転車通行空間の明確化を図る。 

【 自転車の通行方法 】 

・自転車は原則として自転車専用通行帯（自転車レーン）を通行しなければならない。 
・自転車専用通行帯（自転車レーン）の自転車の通行は、自動車と同じ方向の一方向

のみとなる。 

【 整備イメージ 】 

※地形の状況その他の特別の理由により 

やむを得ない場合は 1.5m 以上とする 

※地形の状況その他の特別の理由により 
やむを得ない場合は 1.0m 以上とする 

歩道 自転車道 

歩道 
自転車専用通行帯 
（自転車レーン） 
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○ 車道混在（自転車と自動車を車道で混在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車道歩道 路肩 路肩 歩道

車道外側線

路面表示

【 概要 】 

路肩や車道内に自転車及び矢羽根の路面表示を設置することにより、自転車の車

道通行を促すとともに自動車への注意喚起を図る。 

【 自転車の通行方法 】 

・自転車は、車道左側を通行しなければならない。 

・自転車の通行は、自動車と同じ左側通行となる。 

 

 

【 整備イメージ 】 

Ａ：歩道がある道路の場合 Ｂ：歩道がない道路の場合 

※ 路側帯は標準 1.0ｍ以上（道路及び交通状況 

によりやむを得ない場合は、0.5ｍまで縮小 

できる） 
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c) 整備形態選定の考え方 

国ガイドラインの整備は、歩道幅員の見直しなど幅員構成の変更を前提とするため、

自転車通行空間の早急な創出が必要な路線などでは、完成までに時間と費用がかかり

ます。そこで、本町における整備形態の選定は、国ガイドラインの選定結果を踏まえ、

以下に示す選定フローに基づいて検討を行いました。 

なお、整備形態の種類としては、国ガイドラインに示される「自転車道」、「自転車

専用通行帯（自転車レーン）」、「車道混在」の 3 形態としました。 

また、旧ガイドラインに基づいて既に自転車歩行者道内での自転車通行位置を区分

している路線（暫定整備済区間）については、自転車通行空間が整備されているもの

として現道の整備を優先しました。 

 

＜ 整備形態選定フロー ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1）「通行空間」とは、基本的に路肩を指す。但し、中央帯等を路肩に変更するなど、幅員構成の変更が可能な場合にお

いては、変更後の路肩幅員を指す。 

※2）「整備必要性が高い」とは、自転車と歩行者が錯綜する道路等であり、以下に示す条件に１つでも該当する道路とす

るが、関係機関と十分な協議、調整を実施した上で設定する。 

・自転車利用が多い路線（目安：500 台/ 12h 以上） 

・自転車関連事故が多い路線（目安：５年で 10 件/km 以上） 

Yes 

自転車道 
自転車専用通行帯 

（自転車レーン） 
車道混在 

暫定整備済区間 
（旧ガイドラインに基づく） 

本町における整備形態 

 

国ガイドラインによる分類 

自転車道 
自転車専用通行帯 

（自転車レーン） 
車道混在 

 整備必要性 

が高い※2 

 通行空間 

2.0m 以上確保※1 

No 

Yes 

Yes 

 整備必要性 

が高い※2 

 通行空間 

1.5m 以上確保※1 

No 

Yes 

No No 

No 

Yes Yes 

No 

Yes 

No 

 暫定 

整備済 
 暫定 

整備済 
 暫定 

整備済 
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d) 整備形態の選定結果 

「c) 整備形態選定の考え方」を踏まえて、本町における自転車ネットワーク路線の整

備形態を選定しました。 

 

＜ 本町における自転車ネットワーク路線の整備形態 ＞ 
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e) 当面の整備区間選定の考え方 

本町では、早期での自転車通行空間の創出及び住民の車道通行の意識醸成を目的として、

優先して整備を行っていく「当面の整備区間」を選定しました。 

当面の整備区間を選定するに当たっては、前述の「② 自転車ネットワーク路線の選定」

で選定要件となっている 7 項目において、以下の図のとおり 2 件以上の複数項目で該当す

る路線や、兵庫県事業である「ひょうごインフラ整備プログラム」に掲載されている路線

（今後 10 年以内に整備を行う路線であるため）を整備優先度が高い路線であるとし、か

つ整備区間の連続性を考慮して設定しました。 

但し、（都）土山駅前線については、「JR 土山駅北周辺地区まちづくり」と一体で整備

していきますが、2026 年度（令和８年度）以降に住民等と協議した上で整備方針を検討

していくため、当面の整備区間候補から外します。 

 

＜ 当面の整備区間候補 ＞ 
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f) 当面の整備区間及び整備形態 

「e) 当面の整備区間選定の考え方」を踏まえて、本町において優先的に整備を推進す

る自転車ネットワーク路線の整備区間を選定しました。 

これらの路線について、今後 10 年以内での整備完了を目標として事業推進を図ります。 

 

＜ 自転車ネットワーク路線の当面の整備区間及び整備形態 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車ネットワーク路線の当面の整備区間としては、前述の自転車ネットワーク選定要件にて、２件以上の複

数合致する路線や、「ひょうごインフラ整備プログラム」に掲載されている路線を整備優先度が高い路線である

とし、かつ、整備区間の連続性を考慮して設定しました。 

※） 自転車ネットワーク路線の当面の整備区間は、今後の詳細検討や関係機関との協議等により、内容を変更する

場合があります。 
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①-2 自転車ネットワーク路線以外の自転車通行環境の整備 

実施 
スケジュール 

2026 年［令和 8 年］ 
4 月から随時 

担当部署 播磨町、兵庫県、警察 
 

a) 自転車ネットワーク路線以外の整備 

自転車ネットワーク路線以外の区間においても、対策が必要となる箇所については、本

計画で定めた整備形態選定の考え方を踏まえて整備を進めていきます。 

なお、自転車ネットワーク路線以外の区間は主に生活道路等の細街路が想定されます。

これらの区間に対しては、車道混在の矢羽根や路肩（路側帯）拡幅等を基本に、最適な整

備について関係機関と協議しながら検討していきます。 

 

＜ 整備イメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 
 

b) 自転車歩行者道の取り扱い 

自転車ネットワーク路線以外の自転車歩行車道（歩道幅員が 3.0m 以上）については、

以下に示す「自転車及び歩行者専用」の規制標識や「徐行」及び「歩行者優先」のピクト

マークを設置し、歩行者の安全確保を図っていきます。 

 

＜「自転車及び歩行者専用」規制標識 ＞     ＜ ピクトマークの仕様 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典) 尼崎市ホームページ 出典) 兵庫県ホームページ 

出典）「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に 

   対する兵庫県としての補足事項（2018 年[平成 30 年]3 月） 

50cm 60cm 

67.5cm 

84cm 
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■参考 普通自転車の歩道通行について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典) 「自転車を安全・安心に利用するために－自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入－ 

【自転車ルールブック】（2025 年［令和７年］９月 警察庁交通局）」 
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(2) 放置自転車防止対策の推進による美しいまちづくり 

 

自転車等禁止区域に放置された自転車などは、現時点においても依然として残り続け

ていることから、特に JR土山駅周辺の放置自転車の撤去を強化し、放置自転車の減少を

図っていきます。また、兵庫県と連携して放置自転車防止に向けた啓発活動を行い、駐

輪場の利用を促すことで、放置自転車の減少を図っていきます。 

 

＜ 放置自転車撤去の概要 ＞ 

撤去方法 
自転車等禁止区域に放置された自転車などは撤去し、指定の

場所に移動して保管 

自転車等放置禁止区域 P.17 参照 

自転車など保管場所 播磨町役場北玄関西隣 

返還日時 

毎週火曜日、金曜日の午後 1 時～5 時 

第 2・第 4 土曜日の午後 1 時～5 時 

※祝日・年末年始を除く ※指定日時以外の返還はなし 

返還に必要な物 

保管手数料（自転車 1,000 円、原動機付自転車 2,000 円） 

運転免許証などの身分証明書 

自転車などの鍵 

 

放置自転車対策が必要な自転車等放置禁止区域を中心として、兵庫県からの駐輪ニー

ズに応じた駐輪場整備や、利用率向上に向けた国や自治体の取り組みに関する情報交換

を行いながら、引き続き駐輪場の管理及び適正配置の検討を行います。 

 

＜ 播磨町土山駅南自転車駐車場 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

②-1 放置自転車の防止対策 

実施 
スケジュール 

2026 年［令和 8 年］ 
4 月から随時 

担当部署 播磨町、兵庫県 

②-1 放置自転車の防止対策 

実施 
スケジュール 

継続 担当部署 播磨町、兵庫県 

②-2 駐輪場の適正配置・管理 

実施 
スケジュール 

継続 担当部署 播磨町 

出典）播磨町所管データ 
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(3) 自転車・歩行者・自動車の共存による安全意識の醸成 

 

播磨町教育委員会では、2012 年（平成 24 年）８月に各小学校の通学路において、関

係機関と連携して町内小中学校の通学路の危険箇所で「緊急合同点検」の実施を行い、

「播磨町通学路交通安全プログラム」を策定しています。この取組を継続的に実施し、

通学路の安全性の向上を図ります。 

また、正しく安全な歩行の習慣化を図るとともに、その安全な歩行と横断を確保し、

交通事故防止に努めることを任務とし、播磨町内の通学通園児の登下校（園）時を中心

とした歩行者の保護誘導等を行っています。 

これらの既存の取組と連携して、安全な歩行環境及び自転車通行に向けた対策を行っ

ていきます。 

 

＜「播磨町通学路交通安全プログラム」の概要 ＞ 

合同点検の実施 

及び対策の検討 

① 危険箇所の把握 

各小中学校は、毎年６月に通学路の危険箇所等を教育委員会事務局へ報告 

② 合同点検の実施等 

１年に１回、夏休み期間中に合同点検を行う。ただし、緊急に対策が必要な箇所

については、町と学校が点検を行い、推進会議において報告 

③ 合同点検の体制 

推進会議のメンバー、ＰＴＡ、交通安全指導員、その他必要に応じて地域住民等 

④ 対策の立案 

合同点検等の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩

道整備や防護柵設置等のハード対策や交通規制や交通安全教育等のソフト対

策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討し、立案 

⑤ 対策の実施 

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携 

対策効果の把握 

合同点検結果等に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が

上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認

するため、学校への状況調査や実地調査などにより、対策効果の把握に努める 

対策の改善・充実 
対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実

を図る 

＜「播磨町通学路交通安全プログラム」の対策事例 ＞ 

 

 

 

 

  

③-1 「通学路交通安全プログラム」や交通安全街頭指導員との連携による対策の実施 

実施 
スケジュール 

継続 担当部署 播磨町、兵庫県、警察 

対策前 対策後 
登校時、速度の出た車両が 

走行しており、通行に支障 

がある。 

・「ゾーン３０プラス」に基づ 

く道路標示の設置 

・道路標示・外側線の修繕 

出典）播磨町所管データ 
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＜ 交通安全街頭指導員の 2025 年度（令和７年度）研修の様子 ＞ 

 

 

 

 

 

 

学生や高齢者を中心として、警察や交通安全協会などの関係機関、シルバー人材セン

ターなどの団体とも連携して、歩行者・自転車・自動車の交通事故防止や交通安全に関

する正しい知識を身につける機会として、定期的に交通安全教室や交通安全のつどいを

開催しています。特に、自転車利用者に対しての交通ルール・マナーを周知するために、

引き続きこれらの取組を継続していきます。 

また、2025 年（令和７年）12月に公表された「自転車の交通安全教育ガイドライン（自

転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会）」で示されるとおり、ライフス

テージ毎の心身の発達状況や自転車の利用実態等を踏まえた自転車の交通安全教育を推

進します。 

さらに、2026 年（令和８年）４月からの道路交通法の改正により、自転車の交通違反

に「交通反則制度（青切符）」が導入されることから、自転車利用安全五則を含めて、

これらの啓発・周知を図っていきます。 

 

＜ 高齢者向けの交通安全教室開催案内チラシ ＞   ＜ 小学生向けの交通安全教室の様子 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2 交通安全教室・交通安全のつどい等の継続実施 

実施 
スケジュール 

継続 担当部署 
播磨町、兵庫県、警察、 

シルバー人材センター、学校 

出典）播磨町所管データ 

出典）播磨町所管データ 

出典）公益社団法人 加古郡広域シルバー人材 

センターホームページ 
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＜「利用者安全五則」及び「交通反則制度（青切符）」啓発チラシ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県では 2015 年（平成 27 年）10月より、「自転車の安全で適正な利用の促進に関

する条例」が制定され、自転車損害賠償保険等への加入が義務づけられています。 

本町でも、被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のため、自転車保険への加入を

促進します。 

 

＜ 自転車保険加入案内チラシ（兵庫県）＞ ＜ 自転車保険加入案内チラシ（兵庫県警察）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③-3 自転車保険への加入促進 

実施 
スケジュール 

継続 担当部署 兵庫県、播磨町、警察 

出典）兵庫県警察ホームページ 

出典）兵庫県警察ホームページ 出典）兵庫県ホームページ 
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自転車利用者に対するルール・マナーの啓発・周知だけでなく、自動車利用者に対し

ても、自転車の車道通行や左側通行が原則であることを呼びかけ、自転車・自動車利用

者のいずれも共存できるような取組を進めます。 

また、2026 年（令和８年）４月から、道路交通法の改正により自動車が自転車の右側

を追い越す際のルールが変更となります。自動車利用者は、自転車利用者との適切な間

隔を空けて安全な速度で進行すること、自転車利用者は、できる限り道路の左側端に寄

って通行することが義務付けられます。このため、これらの新たなルール等も啓発・周

知していく取組を進めます。 

さらに、車道に整備される自転車専用通行帯（自転車レーン）や車道混在に駐車する

自動車に対して、警察と連携した指導・取締りの強化を検討していきます。 

 

＜「SHARE THE ROAD（思いやりロード）」啓発チラシ ＞ ＜ 自転車に関する道路交通法の改正について ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-4 自動車運転者・自転車利用者双方への啓発 

実施 
スケジュール 

2026 年（令和 8 年） 
から随時 

担当部署 兵庫県、播磨町、警察 

出典）国土交通省四国地方整備局ホームページ 出典）兵庫県警察ホームページ 
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第５章 計画の推進に向けて 

5.1 計画の推進体制 

本計画で位置付けられた基本理念や方向性、施策の展開にあたっては、行政が主体となっ

て計画を推進していきますが、効率的・効果的な事業推進を行うためには、道路管理者や所

轄警察、住民などとも十分に協議した上で進めていく必要があります。 

 

5.2 計画のフォローアップ・見直し 

本計画で示した施策は、本町にて計画のフォローアップ及び見直しを行うＰＤＣＡサイク

ル（「Ｐｌａｎ（計画）」「Ｄｏ（実行）」「Ｃｈｅｃｋ（評価）」「Ａｃｔ（改善）」の

頭文字）の考え方に基づいて、施策の実施・見直し等を行うことで自転車利用環境の向上を

図ります。 

 

＜ ＰＤＣＡサイクル ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

播磨町 

自転車 

ネットワーク 

計画 
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5.3 計画目標の設定 

自転車利用環境向上に向けた評価・見直し行うための指標となる計画目標について、方向

性ごとに以下のとおり設定します。 

 

＜ 計画目標の設定 ＞ 

方向性①：安全・安心な自転車通行空間の形成 

指標名 現状値 目標値 

自転車ネットワーク路線の整備延長 
0km 

（2025 年度） 
約 4.7km 

（2035 年度） 
 

※1）国道 250 号の暫定整備区間を除く 

※2）播磨町内における自転車通行空間（自転車道、自転車専用通行帯［自転車レーン］、車道混在）の整備延

長を計上 

※3）目標値は、「自転車ネットワーク路線の当面の整備区間」の全延長 

 

方向性②：放置自転車防止対策の推進による美しいまちづくり 

指標名 現状値 目標値 

放置自転車撤去台数 
141 台/年 

（2024 年度） 
50 台/年 

（2035 年度） 
 

※1）放置自転車禁止区域内を対象 

※2）JR 土山駅及び山陽電鉄播磨町駅周辺の放置自転車撤去台数を計上 

※3）目標値は、2025 年（令和７年）度決算審査資料に示す数値 

 

方向性③：自転車・歩行者・自動車の共存による安全意識の醸成 

指標名 現状値 目標値 

自転車関連事故件数 
94 件/年 

（2024 年） 
47 件/年 

（2035 年） 
 

※1）兵庫県オープンデータの自転車関連事故件数を計上 

※2）現状値は、2024 年（令和６年）１月～12 月までの自転車関連の事故件数 

※3）目標値は、現状値を半減させた数値 

 

5.4 社会情勢の変化に応じた計画の見直し 

本計画の施策・事業は、基本的には計画書に示す内容にて展開していきますが、今後の国・

県の動向（国の「第３次自転車活用推進計画」を受けて策定される「兵庫県自転車活用推進

計画（第３次）」の策定など）や、中学生の通学手段として自転車の活用が検討されている

など、社会潮流や地域情勢の変化に対応し、必要に応じて計画の見直しが生じることも考え

られます。 

このため、本計画はこれらの社会情勢の変化や調整状況に応じて、事業効果や効率性を確

認しつつ、計画の適宜見直しを行います。 
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